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周防大島町地域公共交通計画の第 2回変更に係る新旧対照表 

 

新 旧 備考 

第 1章 はじめに 第 1章 はじめに  

（略） （略）  

1.4 計画期間 1.4 計画期間  

計画の期間は、当初、令和 5年度から令和 9年度までの 5年間としていましたが、周防大島

町地域公共交通利便増進実施計画の策定に伴い、令和 5年 4月から令和 12年 9月までの 7年 6

ヵ月とします。なお、事業の進捗状況によっては、さらに見直す場合があることとします。 

計画の期間は、令和 5年度から令和 9年度までの 5年間とします。なお、利便増進実施計画

の策定や、事業の進捗状況によっては、見直す場合があることとします。 

利便増進実施計画の 

計画期間に合わせた修正 

   

第 6章 計画の基本的な方針 第 6章 計画の基本的な方針  

（略） （略）  

6.3 公共交通の位置づけ 6.3 公共交通の位置づけ  

 6.3.1 公共交通の区分とネットワークの基本的な考え方  6.3.1 公共交通の区分とネットワークの基本的な考え方  

（略） （略）  

  

フィーダー補助を新たに 

受けることに伴う内容の 

修正 

図 20 目指すべき公共交通ネットワーク 図 20 目指すべき公共交通ネットワーク  

   

 6.3.2 地域公共交通確保維持改善事業の位置づけ  6.3.2 地域公共交通確保維持改善事業の位置づけ  

（略） （略）  

これらのバス路線が無くなると、各学校にて個別にスクールバスを手配する必要があるほか、

町内の高校生は保護者等の送迎により大畠駅まで移動する必要があり、不便を強いられること

から、これらの系統を維持するためには、国の地域公共交通確保維持改善事業において、幹線

系統の補助などを受ける必要があります。 

また、奥畑線乗合タクシーは、大島庁舎において幹線系統「大畠駅～大島庁舎～町立橘医院

前」と接続しており、従来の大畠駅方面への移動需要を連携して担っています。当該地域は大

畠駅方面への移動需要が引き続き残っていることから、大島庁舎にて、大畠駅へと向かう幹線

系統と有機的に結び付ける必要があります。この系統を維持するためには、国の地域公共交通

確保維持改善事業において、フィーダー系統の補助などを受ける必要があります。 

これらのバス路線が無くなると、各学校にて個別にスクールバスを手配する必要があるほか、

町内の高校生は保護者等の送迎により大畠駅まで移動する必要があり、不便を強いられること

から、これらの系統を維持するためには、国の地域公共交通確保維持改善事業において、幹線

系統の補助を受ける必要があります。 

フィーダー補助などを 

新たに受けることに伴う 

記載の追加 
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新 旧 備考 

第 7章 計画の目標、評価指標 第 7章 計画の目標、評価指標  

7.1 計画の目標、評価指標の設定 7.1 計画の目標、評価指標の設定  

 （略）  （略）  

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

フィーダー補助を新たに 

受けることに伴う記載の 

追加 

 （略）  （略）  

   

7.2 評価指標の達成状況の評価方法 7.2 評価指標の達成状況の評価方法  

 （略）  （略）  

  

フィーダー補助を新たに 

受けることに伴う記載の 

追加 
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新 旧 備考 

第 8章 目標達成のための施策・事業 第 8章 目標達成のための施策・事業  

（略） （略）  

8.2 路線の見直し  利便増進実施計画の 

記載内容と整合させるため

に追加 

 

 

図 22 現状の公共交通網   

 

  

図 23 見直し後の公共交通網（令和 7年 10月時点）   
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新 旧 備考 

8.3 施策と事業の内容 8.2 施策と事業の内容  

事業①-1 重複の軽減も含めた路線の見直し              【利便増進事業】 事業①-1 重複の軽減も含めた路線の見直し 利便増進実施計画において

利便増進事業に位置付けら

れることから、計画内容と

整合させるために追加 

（略） （略） 

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

  
事業内容  利便増進実施計画において

利便増進事業に位置付けら

れることから、計画内容と

整合させるために追加 

◆ 奥畑線乗合タクシーの路線短縮（実施：令和 7年 10月～）【利便イ(1)】 

・ 運行経路・時刻が重複している奥畑線乗合タクシーと防長交通大島線について、奥畑

線乗合タクシーの大畠駅～小松港間を廃止し、重複を軽減する。 

  

◆ 奥畑線乗合タクシーの区域運行化（実施：令和 7年 10月～）【利便イ(1)、利便ハ(1)】 

・ 一般乗合旅客自動車運送事業（路線定期運行）から一般乗合旅客自動車運送事業（区

域運行）へ転換し、乗降箇所の増設を行う。 

・ 大島庁舎前において、幹線系統である防長交通大島線との接続を図る目安ダイヤを設

定するとともに、予約に応じたオンデマンド運行を行う。 

 

     （旧）              （新） 

 

  

図 26 路線の見直し前後の新旧比較   
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新 旧 備考 

事業①-2 公営の送迎交通の取り込み 事業①-2 公営の送迎交通の取り込み  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

および 

事業の進捗状況を踏まえた

微修正 

  

   

事業内容  利便増進実施計画において

利便増進事業に位置付けら

れることから、計画内容と

整合させるために追加 

◆ 奥畑線乗合タクシーと大島病院患者輸送バス（屋代方面）の統合（実施：令和 7年 10月

～） 

・ 運行経路・時刻が重複している奥畑線乗合タクシーと大島病院患者輸送バス（屋代方

面）を統合し、区域運行の奥畑線乗合タクシーに一本化する。 

 

   

事業①-3 商業施設等への乗り入れ                  【利便増進事業】 事業①-3 商業施設等への乗り入れ 利便増進実施計画において

利便増進事業に位置付けら

れることから、計画内容と

整合させるために追加 

（略） （略） 

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

  

事業内容  利便増進実施計画において

利便増進事業に位置付けら

れることから、計画内容と

整合させるために追加 

◆ 奥畑線乗合タクシーの施設内乗り入れの実施（実施：令和 7年 10月～）【利便イ(1)】 

・ 区域運行化した奥畑線乗合タクシーについて、町立大島病院、小松コミュニティセン

ター、マルキュウ大島小松店、神領コミュニティセンターの敷地内に乗降場所を設け、

施設内乗り入れを行う。 

 

   

事業①-4 生活航路の維持 事業①-4 生活航路の維持  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 
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新 旧 備考 

事業②-1 町全体の公共交通の料金体系の見直し            【利便増進事業】 事業②-1 町全体の公共交通の料金体系の見直し 利便増進実施計画において

利便増進事業に位置付けら

れることから、計画内容と

整合させるために追加 

（略） （略） 

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

  

事業内容  利便増進実施計画において

利便増進事業に位置付けら

れることから、計画内容と

整合させるために追加 

◆ 奥畑線乗合タクシーの料金体系の見直し（実施：令和 7年 10月～）【利便ロ(1)】 

・ 距離制運賃となっているものを、区域運行化への変更に伴い均一運賃制（協議運賃）

へと変更するほか、月額定額制（定期券制度）も導入する。 

 

   

事業②-2 医療機関や商業施設等と連携した運賃割引の導入 事業②-2 医療機関や商業施設等と連携した運賃割引の導入  

（略） （略） 

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

および 

事業の進捗状況を踏まえた

修正 

  

事業内容  利便増進実施計画において

利便増進事業に位置付けら

れることから、計画内容と

整合させるために追加 

◆ 奥畑線乗合タクシーにおける運賃割引制度の導入（実施：令和 7年 10月～） 

・ 大島病院患者輸送バス（屋代方面）と奥畑線乗合タクシーの統合に伴い、奥畑線乗合

タクシーを利用して町立大島病院を利用した人を対象とした運賃割引制度を導入す

る。 

 

   

事業②-3 決済等のデジタル化 事業②-3 決済等のデジタル化  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 
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新 旧 備考 

事業③-1 公共交通の分かりやすさ向上に向けた取組の実施       【利便増進事業】 事業③-1 公共交通の分かりやすさ向上に向けた取組の実施  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

  

事業内容   

◆ 分かりやすい情報発信による利用促進の取組（実施：令和 7年 10月～） 

・ 周防大島町全体の公共交通の時刻が分かる「周防大島町公共交通時刻表」（※公共交通

マップを含む）を年 2回発行する。 

・ 町営バスの見直しに際し、公共交通の外観（マグネットまたはラッピング）やバス停、

あらゆる広報物等について、統一したデザインを採用したものを製作する。 

 

   
図 1 統一した外観（マグネット）の例 

  

   

事業③-2 データを活用した情報発信内容・方法の改善         【利便増進事業】 事業③-2 データを活用した情報発信内容・方法の改善  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

および 

事業の進捗状況を踏まえた

修正 
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新 旧 備考 

事業③-3 公共交通マップ等の作成                 【利便増進事業】 事業③-3 公共交通マップ等の作成  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

および 

表記方法の微修正 

  

事業内容   

◆ 分かりやすい情報発信による利用促進の取組（実施：令和 7年 10月～） 

・ 周防大島町全体の公共交通の時刻が分かる「周防大島町公共交通時刻表」（※公共交通

マップを含む）を年 2回発行する。（再掲） 

 

図 45 周防大島町の公共交通時刻表（交通マップを含む） 

  

   

事業④-1 地域や学校等と連携したモビリティマネジメントの推進    【利便増進事業】 事業④-1 地域や学校等と連携したモビリティマネジメントの推進  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 
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新 旧 備考 

事業④-2 バス停の機能改善と地域による維持管理の実施 事業④-2 バス停の機能改善と地域による維持管理の実施  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

  

   

事業④-3 結節点が地域の拠点となる取組の実施 事業④-3 結節点が地域の拠点となる取組の実施  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

  

   

事業④-4 バリアフリー化の推進 事業④-4 バリアフリー化の推進  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

  

   

事業⑤-1 貨客混載の導入 事業⑤-1 貨客混載の導入  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

および 

事業の進捗状況を踏まえた

修正 
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新 旧 備考 

事業⑤-2 広告収入による事業の維持 事業⑤-2 広告収入による事業の維持  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

および 

事業の進捗状況を踏まえた

修正   

   

事業⑤-3 観光客をターゲットとした商品の開発            【利便増進事業】 事業⑤-3 観光客をターゲットとした商品の開発  

（略） （略）  

スケジュール スケジュール 地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

  

   

   

第 9章 計画の推進体制 第 9章 計画の推進体制  

（略） （略）  

9.2 計画期間全体、各年度の取組スケジュール 9.2 計画期間全体、各年度の取組スケジュール  

 

 

地域公共交通計画の 

計画期間延長に伴う追加 

および 

地域公共交通計画の変更に

伴う記載の修正 

 




